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今月号の主な内容
■いちき串木野市の行政改革
■特集「市長と語る会」
■データで見る「いちき串木野市の男女共同参画」
■世論箱への投書
■夏の交通事故防止運動
■まちの話題
■おしらせ版
■図書館だより
■市民カレンダー

2007．7　ｖｏｌｖｏｌ．２１【７月２０日発行】

男性のための簡単クッキング教室（串木野健康増進センター）
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指定管理者が決まりました
平成１９年１０月１日から、市に代わって指定管理者が下記の施設を管理します。

≪平成１８年度の行政改革の成果≫

●　市税２,４２８万円の徴収増

　　・夜間徴収、電話催告の強化

　　・日曜窓口の設置（２３０万円徴収）

　　・口座振替の推進（２,３８１件増  ５.６％増）

●　市有地処分で１億４,８１６万円の収入増

　　ひばりが丘の国道用地や東塩田町の市有地など５,０３０�を売却

●　職員削減１,８１３万円の節減

　　年度途中の退職者を補充せず職員を４人削減

●　特別職の給料５４０万円の節減

　　市長３０％、助役１２％、教育長７％の削減

●　事務事業の見直し８５３万円の節減

　　・庁舎電気代の節減（昼休みの消灯など）

　　・公用車４台削減

　　・職員による庁舎フロアー、トイレの清掃

　　・職員による庁舎周辺の植栽帯の除草作業

　　・住民異動時期の休日窓口設置（３月・４月）

　　・インターネットによるオンライン手続きの開始

　　・図書サービスの充実

　　　　　　　　　　（図書館本館－市来分館間の貸出／返却サービスの開始）
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指　定　管　理　者　名施　　設　　の　　名　　称No

�石原建設都市公園等（３１施設）１

串木野シール会商店街活性化施設ドリームセンター２

�東洋ベンディング串木野駅前広場駐車場３

�総合人材センター勤労青少年ホーム４

�������	
��������������

�����������



３

　５月９日から６月13日にかけて「市長と語る会」を開催しました。

　市内17地区の会場で、777人の皆さんに参加していただき、市長が主要な施策について報告を行ったほ

か、市民の皆さんから建設的なご提言やご意見を伺いました。市では皆さんの貴重なご意見を今後の市

政に反映させていきたいと考えています。

　地区からの提言内容と市の考え方について抜粋して掲載します。内容については、市ホームページに

も掲載していますのでご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画課　�33－5634）

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長ととととととととととととととととととととと語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会市長と語る会
【特集】【特集】

　
　提言の内容　特認校である冠岳小学校への通学は家族による送迎が必要で断念される状況があるため、公用

車又は民間委託車などにより送迎できないか。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（冠岳地区）

　　　地域の活性化のため、旭幼稚園の卒園児童の旭小学校への入学、特認制児童のマイクロバスでの送迎は

できないか。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旭地区）

　市の考え方　保護者の住所により児童が通学する学校が定められており原則として該当する児童以外は入学

できません。また、小規模校入学特別認可制度の条件の一つに路線バス、送迎バスを利用して自力通学が

出来る児童ということがあります。現在、冠岳小学校には３名、旭小学校には２名の児童が路線バス等を

利用し自力通学しており、市としては年間のバス定期代金を支給しているところです。なお、土川、荒川

小学校については、始業・終業時間の路線バスがないことから、公用車あるいは串木野西中学校のスクー

ルバスを利用し送迎を行っているところですのでご理解ください。

小規模校入学特別認可制度

　
　提言の内容　市来一般廃棄物利用エネルギーセンターの現状と今後について説明して欲しい。

（大原地区、桜町、松山）

　市の考え方　市来一般廃棄物利用エネルギーセンターは、ごみ処理時に発生したガスを利用し発電を行い、

施設でまかなった後の電気は売電し、余熱を利用して農業振興を図るという計画でした。ごみ処理開始後

３年が経過しましたが、ガス中に含まれるタール、アンモニア等が除去できないため発電機を回せない現

状です。これまで改善工事が行われましたが期待したような成果は得られておりません。平成17年９月に

行った改善工事に係る費用負担が書面によるものでなかったために、基本設計をした会社が支払いを拒否

したことから、市として調停の申立をしましたが不成立に終わり、現在市の顧問弁護士と協議中です。

　　　市は、第３者機関に依頼し、施設の検証を行いましたが14項目の問題点、改善項目が指摘され、これを

もとに改善計画書を作成中で具体的な費用の見積りを依頼しています。この結果を得て今後議会とも協議

しながら対処したいと考えています。

　市来一般廃棄物利用エネルギーセンター
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　提言の内容　未加入問題など、公民館活動の阻害

要因となる要素を大いに持っている。（大六野）

　　　制度導入後、退館者が毎年３倍位増えている

現状についてどう考えるか。  　　　（大原地区）

　　　加入者は88％程度だが、制度が浸透していく

と非加入者の増加が懸念される。  　　（汐見町）

　　　従来の市来方式で、公民館長を中心に自治公

民館活動をより活性化していかないとぬくもり

に満ちたまちづくりは出来ない。  　　　（平向）

　市の考え方　高齢化や社会情勢の変化等から公民

館の役員選出が難しくなってきたことにより行

政事務の軽減要望があったことなどから導入し

たところですが、その後「個人情報の保護に関

する法律」の施行もあり、今後他市においても

導入が進むものと思われます。

　　　平成19年度は市来地域への導入にあわせ一部

見直しておりますが、公民館との連携の希薄化

が一部で指摘されていたことから公民館からの

推薦を基本としたほか、広報紙の配付業務、地

域おこし、まちづくりへの参画を推進すること

も業務に追加しています。

　　　公民館活動をとおしての地域づくりが重要と

なってきますので、地域の方々にご理解してい

ただけるよう、まちづくりへの参画を推進する

観点から行政嘱託員も公民館との連携を図りな

がら公民館活動への参加を広報紙の配付時など

の機会をとおして推進していただくようお願い

していきます。

　行政嘱託員制度

　提言の内容　地区の一部は集落水道で、高齢化に

伴い維持管理が困難になってきており、早期の

市水道への移管をお願いしたい。  　（川上地区）

　市の考え方　市水道に移管することについては、

集落全戸の同意、水道料金の統一、基金の扱い、

メーター検針員、メーターの取替え、給水配管

図の作成、修繕・補修の確認などの事項の整理

が必要になってきますが、平成19年度に市全体

の水道ビジョンの策定を行うなかで検討してい

きます。

集 落 水 道

　提言の内容　霧島神社をきれいに守っていくため

入口道路と階段の舗装をしたい。青壮年部で作

業はできるのだが。  　　　　　　　　（浜ヶ城）

　市の考え方　地区の生活道に関しては舗装等の要

望があれば、市において材料を支給して利用者

において実施していただいています。この箇所

も里道であり神社への参拝道でもあるので材料

を支給していきますので地区の皆様で実施をお

願いします。

神社の舗装

　提言の内容　市道草良線はカーブが多く危険を感

じているので見通しが良くなるようにカーブの

カットをして欲しい。また、道路脇の樹木が繁

り、大型車両の通行時に中央を走行し交通安全

面で支障があり対応をお願いしたい。

（荒川地区）

　市の考え方　採択できる事業がないかあらゆる角

度から検討したものの今日に至っていますが、

特に危険な箇所については年次的に進めていき

たいと考えています。樹木については基本的に

個人所有地の場合は、所有者により処理してい

ただくことになっていますが、個人での作業は

難しいことから、所有者の了解を得て市で伐採

を行っていますので早めに対応していきます。

市道の安全対策
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　提言の内容　当公民館の高齢化率は41.6％で、高齢者の肺がん死亡者が多い中、病気の予防、早期発見、早

期治療の立場で公民館員の肺がん検診の受診率の向上に努めることを協議している。地区の受診率56.7％

の５％アップを目標として設定し、健康講座の開催、肺がん用パンフレット等を作成し回覧、高齢者の車

での送迎を地域自らしていきたい。行政として、公民館別、検診種目別の受診状況の作成、検診対象地域

内のバスの運行、健康講座への保健師の派遣が検討できないか。  　　　　　　　　　　　　　　　（岳釜）

　市の考え方　本市における主要死因別死亡状況は、がんが最も多く、なかでも肺がんが全国に比較して高い

状況でありますが、平成18年度の肺がん検診の受診率は市全体で43.1％であり、さらに向上を図っていく

必要があります。公民館別、検診種目別の受診状況についてはシステム会社に確認のうえ早速対応させて

いただきます。バスの運行については検診車としては場所の確保やスタッフの移動など効率的に多くの方

の検診を実施するためには困難で、その他の運行についても現状では難しいことから地域内における車で

の送迎でお願いしたいと考えています。また、保健師の派遣については、市としても検診の必要性や健康

管理等について普及啓発を進めていきたいと考えていますので是非活用していただき、今後とも検診の受

診率向上、健康づくりに向けてよろしくお願いします。

肺がん健診の受診率

　提言の内容　旧市来町の「自治公民館長会」が開催されなくなり、「地区公民館長会」を毎月開催し対応す

ることになったが、地域住民の「生の声」を届け、行政の「生の声」を集落へ反映させることが両者に

とって必要と思うので「自治公民館長会」の開催は検討できないか。  　　　　　　　　　　　　（祇園町）

　市の考え方　これまで市来地域では月１回、公民館長会を開催してきましたが、市内には145の自治公民館が

あり、これまで同様の開催は難しいと考えます。市としても様々な機会を活用して市民の皆様の声を市政

に反映したいと考えており、その一つとして市地区自治公民館連絡協議会という組織がありますので、地

区の連携を深めていただいて地域の声として行政に反映させていただきたいと思います。

自治公民館長会

　提言の内容　温泉センター、吹上浜荘などが委託

されると聞くが、市内全域の施設について平等

に導入して欲しい。  　　　　　　　　（潟小路）

　市の考え方　公共施設の管理について、自治法改

正に伴う指定管理者制度により民間事業者等に

も委託できるようになりました。行政改革大綱

に基づき、市議会、行政改革推進委員会におい

て審議されパブリックコメントにより市民の皆

様のご意見を伺いながら策定された「公の施設

に関する管理方針」で可能なものは積極的に導

入を推進するとして、市で管理している公共施

設129施設のうち国民宿舎、文化センターなど

86施設（串木野地域60施設・市来地域26施設）

が計画されています。

指定管理者制度

　提言の内容　高齢者対策について、お隣同士で声

をかけあったり、福祉アドバイザーや民生委員

等の戸別訪問等実施しているが、交通安全や防

火活動対策等の名目で公民館での講座を年に一

回でも実施して地域の一体感を高め、体制づく

りを図りたい。  　　　　　　　　　　　（下山）

　市の考え方　高齢化が進んだ地域では見守る体制

をどのように作るかは緊急の課題であり、市と

しては、高齢者に健康で潤いのある生活を送っ

ていただくため、高齢大学を始め、それぞれの

テーマに基づいた講演会や研修会を各地域で実

施しています。また要請があればいつでも地域

に出向く生涯学習出前講座も用意していますの

でご連絡ください。

　高齢者対策
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　提言の内容　川北地区は農家、果樹園経営者が多

いが後継者対策をどう考えるか。  　（川北地区）

　市の考え方　県や農協と連携して、就農のための

資金助成や研修、施設や機械等の整備補助制

度、農地取得のあっせん等で便宜を図り、新規

就農援助や生活改善指導、低利の融資制度の活

用などにより支援することとしています。体制

としては、６月５日に発足した「いちき串木野

市担い手育成総合支援協議会」で県、JAと一体

となってワンストップ窓口の開設や経営に対す

る支援を行い、担い手の確保・育成に努めるこ

ととしています。

農業後継者対策

参加者数開催日地区名

 39人５月９日冠　　岳

 42人５月10日生　　福

 18人５月11日川　　上

 53人５月14日上　　名

 53人５月16日大　　原

 32人５月17日湊　　町

 62人５月18日中　　央

 47人５月21日野　　平

 51人５月29日湊

 21人５月30日旭

 41人６月１日荒　　川

 50人６月４日川　　北

 63人６月７日羽　　島

 35人６月８日土　　川

 57人６月11日川　　南

 49人６月12日本　　浦

 64人６月13日照　　島

777人合　　　計

　提言の内容　旧市来町では各公民館を通じて各種

納税の結果は良好であった。市では口座振替を

進めているが効果はどうですか。  　　（潟小路）

　市の考え方　市来地域では、各公民館の納税貯蓄

組合に徴収事務をお願いしていましたが、今年

度から行政嘱託員制度が導入されることに伴

い、自己納付となり、市としては、納税に便利

な金融機関の口座振替利用を推進してきたとこ

ろです。口座振替件数については年々増加し、

平成18年度は前年度の徴収率を上回る見込みで

す。

市税の納付方法

　提言の内容　人口が減少しており、地域の活性

化、小学校の児童数の増加対策のためにも、若

者が住めるよう市営住宅の建設ができないか。

  　　　　　　　　　　　　　　　　（土川地区）

　市の考え方　市営住宅は現在、27団地512戸あり、

土川住宅など昭和40年代以前に建設したものは

老朽化などが課題となっています。本年度、住

宅基本調査を行い各地域の意見や住宅の現況等

を踏まえて各住宅団地の整備等の方針を決定す

ることとしており、市全体の市営住宅との調整

や財政事情等を考慮し、今後の計画を立ててい

きます。

市営住宅の建設

　提言の内容　前床地区の農振地区は以前から指定

解除を求める声が極めて強い。早急に土地所有

者に対する意向調査と土地利用実態調査を行

い、地域の活性化、人口増対策として他用途へ

の積極的な有効活用策を探ってもらいたい。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（照島地区）

　市の考え方　個人住宅等の建設のための部分的な

指定の除外はできないのが現状ですが、研究す

べき課題ととらえています。整備に係る経緯

や、地区の方々の強い要望がありますので、土

地所有者に対して土地利用等に関するアンケー

ト調査を実施し、調査をもとに農業委員会や県

と協議していきたいと思います。

農振地区の有効活用
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　「男女共同参画社会の実現」は21世紀のわが国社会を決定する最重要課題と位置づけられています
が、シリーズで本市の「男女共同参画」の現状をご紹介しています。
　ご紹介する内容は、男女共同参画に対する住民の意識や関心、家庭や職場などでの男女共同参画
の状況などを把握するために、「男女共同参画に関する住民意識調査」を実施し、その結果を今年３
月にまとめたものです。また、今年度は、この住民意識調査等の結果を基礎資料として「いちき串
木野市男女共同参画プラン（仮称）」を策定いたします。
　（本調査は、20歳以上のいちき串木野市民2,000人を対象に平成18年９月に行いました。対象につ
いては、住民基本台帳から無作為に抽出しました。）

２　家庭生活について
　�　日常生活の分担（結婚されている方のみ　n＝734）（問３）
　日常生活の役割分担についてみると、「家事（掃除、洗濯、炊事など）」（72.1％）・「育児（乳幼児
の世話、子どもの教育など）」（44.6％）・「介護」（24.1％）・「PTAや子ども会」（43.2％）では「妻」
との回答が多く、「集落や公民館などの地域活動への参加」（37.3％）・「高額な商品や土地・家屋の
購入を決める」（55.3％）では「夫婦」という回答が多かった。「夫」と回答した内容をみると、「家
事（掃除、洗濯、炊事など）」（0.7％）・「育児（乳幼児の世話、子どもの教育など）」（0.1％）・「介
護」（0.6％）・「PTAや子ども会」（1.9％）を合わせても３％程度と少ないが、「高額な商品や土地・
家屋の購入を決める」（23.7％）と「集落や公民館などの地域活動への参加」（13.2％）は多くなって
いる。

　図：２－�

夫 妻 夫婦 家族全員 家族以外の人 該当しない 無回答 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

家事（掃除、洗濯、炊事など） 

育児（乳幼児の世話、子どもの教育など） 

介護 

ＰＴＡや子ども会 

集落や公民館などの地域活動への参加 

高額な商品や土地・家屋の購入を決める 

72.1

44.6

24.1 17.2 12.1 36.1 9.1

0.8

13.2

23.7 55.3

2.0 0.3

8.9 4.9 4.9

28.2

43.2

37.3 11.3 4.8

0.3

4.9

24.3 18.1 8.7

3.7 0.1

0.1

32.3

3.8

11.3 7.9

16.9 6.5

2.7

1.00.10.7

0.6

1.9



８

��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� � � � � �

市民の皆様が世論箱へ投書された貴重なご意見をいくつかご紹介します。

　【意見の概要】

　○　従来３回だった屋外の防災無線放送の時報が５回となり、かつ音が大きくなり迷惑している。時報を

廃止するなり、回数を減らして音を小さくするなりしてほしい。

　○　時報音が大きすぎ、回数が多すぎて困る。放送内容については、はっきりと聞き取れないと困るが、

時報は聞こえるかどうかの程度でも判断できる。

　○　放送の内容を２度繰り返してほしい。１回目を聞きのがすと内容が分からない。

　【回　答】

　　防災無線放送の時報については、１日に、旧串木野市では３回、旧市来町では５回放送をしておりまし

たが、合併により串木野地域の方からの要望もあり、５回放送をすることとしております。音量につきま

しては、平成18年度にアナログ波からデジタル波放送に更新したことに伴い、前より聞き取りやすく大き

くなっていると思われます。音量の大きすぎるところにつきましては、ご連絡いただき、音量を下げる処

置をしているところでありますが、他にありましたら自治振興課（�33－5632）へご連絡ください。

　　また、放送を２度繰り返してほしいという意見や、放送が長すぎるという意見等さまざまな意見をいた

だいております。そのため、現在では、定時放送の最初に「本日の放送の件名、件数」を放送し、その後

内容を放送をするようにしております。〔自治振興課〕

　【意見の概要】

　　市来地域公民館に常駐する職員がいなくなったことで、気軽に相談できる場所がなくなり市民の声が行

政に届かなくなっているのではないか。

　【回　答】

　　市来地域の社会教育関係施設については、これまで、市来地域公民館・アクアホールそれぞれに職員を

配置し別々に管理・運営しておりました。

　　このたびの機構改革により、市来地域公民館は社会教育課が、アクアホールは文化振興課が所管する施

設となりました。しかし、市来地域公民館とアクアホールは、同一の敷地内にあることから、事務所をア

クアホール内に置き両施設を一緒に管理することにしました。

　　これまで同様、使用許可申請や諸相談はアクアホール事務所で、公民館講座や地域公民館・自治公民館

の運営に関する相談等は社会教育課でも対応いたします。社会教育課は、市来庁舎の３階にありますの

で、これまで同様気軽にお越しくださるようお願いします。〔教育委員会　社会教育課〕
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　【意見の概要】

　　御倉山の弓取場へ向かう上り坂道の道路が、数ヶ所にわたり陥没している。多くの方が困っているの

で、陥没した穴を埋めてほしい。

　【回　答】

　　ご指摘の市道栄町・御倉町線の陥没個所につきましては、直ちに現地調査を行い、アスファルト舗装の

窪み等がありましたので、早急に補修を行いました。〔土木課〕

　【意見の内容】

　　市役所の窓口でいろいろと細かく聞かれる。

　　もっと優しく話を聞いて、笑顔でわかりやすく教えてほしい。

　【回　答】

　　申請される内容によっては、間違いのないよう細かくお聞きし、時間を要しますことをご理解ください

ますようお願いいたします。

　　また、窓口サービス等につきましては、接客・電話応対等の改善の手引きを作成し、接遇研修を実施す

るなど、これまで以上に親切で細やかな応対に努めてまいります。〔市民課〕

　【意見の内容】

　　パークゴルフ場を整備する必要はないのではないか。

　【回　答】

　　パークゴルフは、直径６�のボールとクラブ１本のみを使用し、ボールを打ってカップに入るまでの打

数を競う単純なルールで行われるスポーツです。シニア層だけでなく若者やファミリー層まで楽しみなが

らプレイすることができ、三世代スポーツとして全国的に人気を集めています。

　　本市では、フォレストコミュニティ総合整備事業により、平成１６年度は林道整備を、平成１８年度からは

市民の健康増進や観光振興を目的としてパークゴルフ場の整備を進めております。

　　平成20年４月には、上名地区（多目的グラウンド横）に緑に囲まれ自然と親しめるパークゴルフ場が

オープンいたしますので、お友達やご家族で是非ご利用ください。〔農政課〕

※市民の皆様からの貴重なご意見ありがとうございました。

　なお、住所・氏名等を記入されている方につきましては、郵送等で回答させていただきました。
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自治振興課（�33－5631）
　「鹿児島の夏！　マナーが輝く　快適ロード」をスローガンに、７月21日�から７月30日�にかけ、夏の交通
事故防止運動が実施されます。
　交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図りましょう。

　運動の最重点　子どもと高齢者の交通事故防止
　運動の重点　　１．飲酒、暴走等無謀運転の追放
　　　　　　　　　２．自転車の安全利用の推進

　○子どもは、急な「飛び出し」など予期せぬ行動をとる
ことがあります。

　　ゆとりある運転を心がけましょう。

　○高齢者は、加齢に伴い、危険回避や車の速度に対する
感覚が鈍くなっています。

　　高齢者に対する思いやりのある運転に努めましょう。

　☆毎月15日は、「高齢者交通安全の日」です。高齢者を交
通安全から守りましょう。

　○飲酒運転は、死亡事故など重大な交通事故に直結する
ものであることを自覚し、酒を飲んだら車の運転は絶
対にしないようにしましょう。

　○ゆとりのない運転は、著しい速度違反や信号無視など
の無謀運転につながることから、早め早めの行動によ
るゆとりある運転に心がけましょう。

　☆飲酒運転「四（し）ない」運動　
　　・運転するなら酒を飲まない
　　・酒を飲んだら運転しない
　　・酒を飲んだ人に運転をさせない
　　・運転する人に酒をすすめない

　○自転車に乗るときは、車両としての交通ルールを遵守
し、交通マナーを実践しましょう。

　○薄暮時から夜間にかけて、自転車の重大事故が多発す
る傾向にあることから、夜光反射材を装備し、ライト
を早めに点灯しましょう。

��������������������

子どもと高齢者の交通事故防止

飲酒・暴走等無謀運転の追放

自転車の安全利用の推進
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●●●　本市の先生方が算数・数学の授業を公開　●●●
　６月１５日�に鹿児島県算数・数学教育研究大会が、本市で開催されました。この大会は、県内の小・
中・高等学校の先生方が、各学校段階における算数・数学教育の在り方について研究し、指導力の向上と
子どもたちの学力向上を目指すことを目的として開催されています。本年度は、串木野小、串木野中、串
木野高校の３校で、以下の八つの授業が公開されました。

　各授業では、先生方の工夫を凝らした指導のもと、一生懸命に問題を解決しようとする児童生徒の姿が
見られました。参観した先生方からは「子どもたちを引きつける授業のスタートの仕方がすばらしい。」
などの声が聞かれ、本市の先生方の授業は好評を博していました。

授　業　者題　　材学年会　場　校
四元　大輔教諭ひ き 算 の ひ っ 算２年

串木野小学校 新村　　篤教諭、持留　淑子教諭か け 算 の ひ っ 算３年
青�　幸一教諭垂 直 と 平 行５年
宇都口　拓教諭文 字 と 式１年串木野中学校 坂下　主税教諭平 行 と 合 同２年
鳥居　次郎教諭、相羽　　茂教諭２次方程式の解の個数１年

串木野高等学校 �田　和哉教諭２ 次 方 程 式 の 判 別 式２年
石丸　弘史教諭等 差 数 列３年

●●●　安全に気をつけて、楽しい夏休みに!　●●●
　いよいよ夏休みです。夏休みは、子どもたちが生活のほとんどを家庭で過ごすことになります。このよ
うなことから、各家庭で子どもといっしょに、生活の在り方について話し合っておくことが大切です。悲
しいことに、楽しくなるはずの夏休みに命を落とすような事故が、全国で毎年起きているのが現状です。
特に、夏休みの時期は、海や川などでの事故が心配されます。遊泳禁止場所で泳いだり、小さい子どもだ
けで海や川遊びをしたりすることがないよう、各家庭でも十分に注意してくださるようお願いします。ま
た、交通事故や学校などからの危険箇所の情報等にも十分注意し、学校のきまりや交通ルールを守ること、
危険な場所には立ち入らないことなどについて、家族で話し合っていただき、安全で楽しい夏休みにした
いものです。

●●●　少人数・複式学級のよさを再認識　●●●
　６月８日�、日置地区へき地・複式教育研究協議会研究会が、本市の川上小学校で開催されました。こ
の研究会は、日置地区の小規模校の先生方が一堂に介し、少人数・複式教育の充実振興を目指して研究協
議をする会です。
　当日は、川上小学校の５・６年生（授業者：川野智広教諭）の学級で、算数の公開授業が行われました。
二つの学年の児童が同じ教室で学習を進めるので、子どもたちは、授業
時間の半分は自分たちで学習（間接指導）を進めます。先生が他の学年
の指導をしている間、ガイド役になった子が時間を考えて、てきぱきと
指示をし、それぞれの考えが小さなボードに書きまとめられて黒板には
られていくという主体的な学習の姿が見られました。
　小規模校の先生方と子どもたちは、少人数・複式学級ならではのよさ
を生かしながら、がんばっています。



１２

いきいき健康体操の集い
　毎年恒例になりました「いきいき健康体操の集い」が、去る６月１０日�、串木野体育センターで行われ
ました。
　男性・女性多数の参加で、レクダンス、ストレッチ、リズム体操等で体を動かし良い汗をかき楽しいひ
とときを過ごす事が出来ました。
　次回も多くの方の参加をお待ちしております。

平成１９年度　日置地区体育指導委員連絡協議会研究大会
　
　５月２６日�、いちきアクアホールにおいて日置地区体育指
導委員連絡協議会研究大会が開催されました。
　研究発表後、生涯スポーツ啓発・普及について講演があり
ました。引き続き高齢者への普及に向けたニュー・スポーツ
の体験があり参加者全員で汗を流し、その後の情報交換会で
は和やかな中、楽しい交流会ができました。

久保　親雄（冠岳地区）
萩之内勝子（照島地区）
三浦加奈子（湊地区）

久徳　五男（生福地区）
栫　赦知雄（羽島土川地区）

井上　成二（大原地区）
木 　直美（川上地区）

【川南地区】原口　俊昭（２０）
　　　　　　小橋口由美子（７）
【川上地区】古川　清行（１４）

【川北地区】堂園　善昭（４）
　　　　　　黒木眞利子（９）
【湊町地区】大迫　秀人（１１）

【湊地区】徳重　和彦（２５）
　　　　　久見瀬美子（初）

【冠岳地区】瀬戸口健治（初）
【生福地区】楮山　裕二（初）
【上名地区】福田　初美（２６）
　　　　　　西　　和子（６）
【大原地区】池田　幸男（初）
　　　　　　蓑茂　裕子（８）

【中央地区】栢木　平次（６）
　　　　　　溝添ミサ子（１６）
【本浦地区】小松　秀貴（２）
　　　　　　尾辻　勝子（２８）
【野平地区】満留　昭子（２）
【荒川地区】岩村　光雄（２２）

【照島地区】上迫田　薫（４）
　　　　　　泉　　順子（初）
【旭 地 区】新屋敷　晶（１０）
【羽島土川地区】大 　勝夫（初）
　　　　　　関根由理佳（２）

永年ご苦労様でした。〈退任された方々です。〉

〈市来地域〉

平成19年度　いちき串木野市／体育指導委員新メンバー紹介
〈串木野地域〉

※（　）内は、委員年数。
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１３

レク・ダンス
　“いつでも・どこでも・だれでも”音楽にあわせ心地よい汗・ストレス解消と楽しい仲間でひと時を過
ごしています。レクダンスの輪に参加してみませんか？
　いちきアクアホールにおいて　毎週火曜日　午後８時より活動しています。

ニュー・スポーツ紹介
　【室内競技】　大人・子供たちのレクリエーション等に、おすすめです。
　　ゴルフ型

　　ターゲット型

　道具は、串木野体育センター・いちきアクアホールにあります。使用方法等、詳細は市教育委員会市民
スポーツ課、または校区の体育指導委員までお尋ねください。

市民スポーツ課（�２１－５１２９）・体育指導委員協議会

☆スカットボール
　専用スティックにて球を打撃し、スカット台の得点
ホールに球を打ち入れて得点を競うゲームです。

☆シャフルボード
　細長いコートマット上で、キューを使って円盤
（ディスク）をシュートするゲームです。現在では、
全世界に愛好され競技人口は１２００万人とも言われてい
ます。

☆オーバルボール
　卵形のだ円球を、前方の得点ゾーンに入るように転
がしていくゲームで、だ円球の持ち方、転がし方に
よって、得点をねらう時、他チームの球をはじく時な
ど、その特性を使い分けるのがコツ。



いちき串木野GENKI祭り
　６月９日、いちき串木野商工会議所青年部主催の
「いちき串木野GENKI祭り～第２章～」が、シーサイ
ドガーデンさのさで開催されました。
　今年で２回目となったこのイベントは、市内外から
１，０００人を超すダンスファンが集い、フロアは地元出
身のジミー入枝さんのライブなどで、大いに盛り上が
りました。また、中庭の屋台村では、まぐろラーメン
などに加えて、新メニューのポンカンシリーズも登場
し、昨年よりもさらに賑わっていました。

観光優良団体表彰
　６月１４日、市来地域まちづくり推進懇話会（西中間
健一会長）が、�鹿児島県観光連盟より「観光優良団
体表彰」を受けられました。
　「さくら祭り」や「サマーフェスタin市来」などのイ
ベントで成功を収め、地域観光資源の保存及び活用に
尽力されたことが認められたもので、今後も観光振興
や地域振興に大きく貢献されることが期待されます。

１４

あじさいの植え付け
　６月１３日、いちき串木野市市民の森（観音ヶ池）に
おいてあじさいの苗の植え付けが行われました。
　今回の植え付けには、市来地域高齢者クラブ１５人の
みなさんがボランティアで参加されたほか、神村学園
看護学科２年生１５人の皆さんも地域実習の一環として
参加されました。
　平成１７年から植え付けが始まった観音ヶ池のあじさ
いは、これで約２,５００本となり、今後新たな名所になる
ものと期待されます。

指定管理者協定調印式
　６月１３日、市長室で３１の都市公園等（北部、南部地
区）の指定管理者協定書の調印式が行われました。
　指定管理者となる�石原建設と市が、都市公園等の
維持管理や運営等に関する事項について合意したもの
で、本市第１号の指定管理者制度導入となります。
　これにより、本年１０月から平成２２年３月まで、�石
原建設が本市の都市公園等の維持管理等を行うことに
なり、民間のノウハウを活用した管理に、コストの削
減、市民サービスの向上が期待されます。



１５

ガルどんのダゴ流し
　６月３０日、新港大橋のたもとで、「ガルどんのダゴ流
し」が行われ、市口公民館の親子など約５０人が参加し
ました。
　毎年、旧暦の５月１６日の水神さまをまつる日に、ガ
ルどん（かっぱ）の好物であるダゴ（団子）をお供え
して、水難事故防止を願う伝統行事です。
　子どもたちは、それぞれの家庭で作った長さ約４０�
の「ワラット」と呼ばれるワラに包んだ団子を持ち寄
り、「かっぱさん、かっぱさん、私たちを水の中に引き
ずりこまないで」という掛け声に合わせ、水難事故に
遭わないように祈りを込めて、団子を川へ流しまし
た。

図書購入費の寄付
　三井串木野鉱山株式会社から市へ、図書購入費とし
て100万円が寄付されました。
　市では、『子ども読書活動推進計画』に添った読書推
進に繋がる図書や調べ学習、その他子育て支援関連図
書や生涯学習等各世代に喜んでいただける図書を揃え
てまいります。温かい善意をありがとうございました。

「社会を明るくする運動」への理解と参加を!!
　社会を明るくする運動強調月間の一環として、キャ
ラバン隊が、７月２日に串木野庁舎正面玄関前で出発
式を行い、法務大臣と鹿児島県知事からの「犯罪・非
行の防止と更生の援助のため、地域住民の理解と参加
を求める」メッセージを市長へ手渡しました。
　その後、キャラバン隊は、犯罪のない地域づくり、
青少年犯罪の未然防止などを訴えながら、市内広報活
動を行いました。

交通事故ゼロ運動長期継続校表彰
　６月１９日、「交通事故ゼロ運動長期継続校表彰式」が
行われました。
　表彰を受けたのは、交通事故ゼロ５,０００日を達成した
旭小学校、４,５００日を達成した冠岳小学校、４,０００日を達
成した荒川小学校です。
　市内の各小・中学校では、児童生徒や地域の実態に
即した「交通事故０」に向けての事故防止対策を立て、
保護者や地域の方々と連携を図りながら、それぞれに
工夫した交通事故防止運動を展開しています。

フォークリフトの運転講習施設が開設
　６月２１日、西塩田町に、フォークリフトの運転講習施
設「くしきのロジスティックエリア」が開設しました。
　この施設は、県内初の民間によるフォークリフト運
転講習施設となるもので、職場での悲惨な労働災害の
防止と安全意識の高いオペレーター育成を目標にされ
ています。
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花川砂防公園をあじさいの花でいっぱいに
　６月２４日、花川砂防公園で、冠岳小学校全校児童１１
人による「串木野緑の少年団」結団式が行われ、保護
者・地域の方々と３００本のガクアジサイやあじさいの花
を植えました。このあじさいは、地元の大平シヅエさ
んが１年間育てたものです。
　冠岳小５年大倉堤樹さんは、「みんなの冠岳がみん
なの手で花いっぱいになるといいなと思いました。」と
話していました。
　「串木野緑の少年団」では、これからも年間を通し
て、植樹や空き缶拾い・清掃活動・募金活動を進める
ことにしています。

青少年のための芸術鑑賞事業「バレエへの招待」開催
　６月１３日、羽島小学校体育館において鹿児島県バレ
エ協会による「バレエへの招待」が開催されました。
　旭小、荒川小、土川小、羽島小、羽島中学校の児童
生徒が羽島小学校体育館に集合し、保護者なども含め
約２６０人が鑑賞しました。第１部はバレエ教室、第２
部バレエコンサート、第３部は世界の踊り巡り、第４
部はラ・シルフィードより森の景が公演され、児童生
徒は生のバレエに接し、大いに感激していました。

荒川小学校「どろんこ農園」
　６月２１日、荒川小学校「どろんこ農園」で田植えが
行われました。
　食農体験を通して、児童に豊かな心を培いたいとい
う願いを込めて、毎年実施している年間を通した米作
り体験活動の始まりです。５月下旬に種まきをした苗
が１５�ほどに育ち、約１,５００�の田に植え付けられまし
た。田植えには、地域、保護者の方々、近隣の福祉施
設の方々約１００人が参加され、大変にぎやかな体験活
動ができました。荒川小学校の児童たちは、実りの秋
まで大切に世話をしていきたいと話しています。

「若者ジェームスと空気の精シルフィード」「若者ジェームスと空気の精シルフィード」

市内ソフトテニス大会
　６月３日、串木野庭球場で「第３１回市内ソフトテニ
ス大会」が開催されました。
　今回は、例年の約２倍となる１４４人が熱戦を展開し、
なかでもベテランと中学生の対戦などには、会場から
盛んな声援が送られました。
●団体（一般の部）優　勝　春日クラブ
　　　　　　　　　準優勝　あすなろ
　　　（女子の部）優　勝　神村学園
　　　　　　　　　準優勝　REAL
●個人（一般の部）優　勝　木場・加治木組（REAL）
　　　　　　　　　準優勝　久木野・小牧組（春日ク）
　　　（女子の部）優　勝　山ノ内・外山組（REAL）
　　　　　　　　　準優勝　西・波田組（神村学園）
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第２回いちき串木野市陸上選手権大会
　６月１６日、多目的グラウンドで第２回いちき串木野
市陸上選手権大会が行われました。大会には、市内の
小学生を中心に約１２０人の出場があり、日頃の練習の
成果を発揮しました。
　結果は以下のとおりです。（敬称略）

●１００m走
（小学生の部）
　１年男子　新　村　優　介（照島小）　２０秒０
　　　女子　星　原　みさと（串西陸）　２２秒６
　２年男子　山　口　莞　汰（羽島陸）　１９秒７
　　　女子　木　場　玲　奈（羽島陸）　２０秒３
　３年男子　石ケ崎　　　駿（串西陸）　１７秒４
　　　女子　萩　元　ま　き（串西陸）　１８秒１
　４年男子　白　石　侑　也（串西陸）　１６秒７
　　　女子　木之下　沙　綾（生福陸）　１６秒４
　５年男子　二　町　友　章（荒川小）　１７秒１
　　　女子　平　石　佑里奈（串西陸）　１６秒３
　６年男子　大六野　祐　平（生福陸）　１４秒７
　　　女子　上　野　真　由（串西陸）　１５秒３
（中学生の部）
　　　男子　堂　薗　公　貴（生冠中）　１２秒５
　　　女子　東　　　　　萌（生冠中）　１３秒８
●８００m走
　４年男子　遠　矢　託　人（羽島陸）２分５６秒
　　　女子　池　田　成　海（生福陸）３分２０秒
　５年男子　二　町　友　章（荒川小）３分００秒
　　　女子　萩　元　可南子（串西陸）２分５４秒
　６年男子　平　田　穂　高（羽島陸）２分４２秒
　　　女子　上　野　真　由（串西陸）２分４３秒
　中学女子　瀬戸口　静　香（生冠中）２分３６秒
●２０００m走
　中学男子　大六野　秀　畝（生冠中）６分２０秒
　一般男子　冨　迫　俊　佑（消　防）５分５６秒
●４００mリレー
　小学男子　生福陸上Ａ　　　　　　　１分０６秒２
　小学女子　串木野西陸上Ａ　　　　　１分００秒９
　中学男子　串木野西陸上　　　　　　　　５７秒１
　中学女子　生冠中学校　　　　　　　１分０１秒９
●走り幅跳び
　小学女子　川　元　　　葵（串西陸）　３�６８�
　中学男子　溝　添　　　悠（串西陸）　５m１５�
●走り高跳び
　小学男子　濱　田　隆　史（串西陸）　１�０５�
　　　女子　西　山　梨　夏（串西陸）　１�１０�
　中学男子　假　屋　泰　史（串西陸）　１�３０�
●砲丸投げ
　中学男子　原之園　祐　将（生冠中）　７�６１�

全日本銃剣道大会で準優勝
　６月４日、東京都で開催された第２９回全日本高齢者
武道大会銃剣道C組（５５～６９歳）で坂口久男さん（下
名）が見事準優勝に輝きました。
　今年２月には、全日本短剣道大会で準優勝された坂
口さん。今回も初出場ながら、腕に覚えのある強豪ぞ
ろいの中で見事に活躍されました。おめでとうござい
ました。

全九州小学生ソフトボール大会に出場！
　７月２８日から宮崎県日向市で開催される「第２５回全
九州小学生ソフトボール大会」に、県予選で第３位の
成績を収めた「若鷲ソフトボールスポーツ少年団」が
出場することになりました。
　昨年は５年生と４年生だけのチームでなかなか勝て
ませんでしたが、今年
に入って各大会で優
勝、準優勝といった成
績を残しており、今大
会での活躍も大いに期
待されます。

日本代表選手に選抜
　神村学園中等部男子硬式野球部３年の高橋昂平さん
が、７月２８日から８月５日にかけてアメリカ合衆国で
行われる「２００７年CABAワールドシリーズ大会」（通
称：全米選手権大会）に、日本代表チームの選手（投
手）として出場されます。
　高橋さんは、「ピンチでも向かっていく気持ちだけは
忘れない」と語られ、大会での活躍が大いに期待され
ます。
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　現在使用されている国民健康保険証の有効期限は、
７月31日までとなっています。８月１日以降は、新し
い保険証でないと診療は受けられませんので、ご注意
ください。
　現在、各会場（公民館やコミュニティセンター等）
で、国民健康保険の現状の説明会と保険証切り替えを
行っています。日程を確認の上、必ず切り替えを行っ
てください。
　なお、右記以外の公民館でまだ切り替えていない方
や、切り替え日に都合が悪い方は、予備日の７月27日
�・30日�に串木野庁舎地下大会議室で切り替えてく
ださい。

●切替えに必要なもの
�現在使用されている保険証（遠隔地等にある保険証
○遠 ・○学 も切り替えます）
�印鑑（代理で切り替えをされるときは、代理人の印
鑑）スタンプ印不可

○学 保険証の切り替えには、在学証明書が必要です。
　
※社会保険等、他の保険に加入した時や転出した場合
など、届出がないと資格は喪失されませんので、必
ず届け出てください。
●同時切り替え
　今回は、下記の切り替えも同時に行います。保険証
と一緒にお持ちください。
・国民健康保険標準負担額減額認定証（黄色）
・国民健康保険高齢受給者証（桃色）
・国民健康保険限度額適用認定証（橙色）
・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
（はだ色）

・国民健康保険特定疾病療養受療証（白色）
・老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証
　（水色）
　※　国民健康保険被保険者のみ。

●平成１９年度　国民健康保険証切り替え日程表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７/23以降）

●当日都合の悪い方は、予備日（７月27日・30日）に
切り替えてください。 

���������������������������������������������������������������������������

国民健康保険証の切り替えは済まれましたか
健康増進課（�33－5613）・健康福祉課（�21－5120）

保健・衛生・福祉

対　象　地　区場　　　所時　　間期　日

恵比須町串木野庁舎地下大会議室

10：00　
～11：30

７/23
�

緑町緑 町 公 民 館

高見町高 見 町 公 民 館

桜町桜 町 公 民 館

東塩田町東 塩 田 町 公 民 館

曙町曙 町 公 民 館

大原南串木野庁舎地下大会議室

14：00　
～15：30

日出町日 出 町 公 民 館

旭町旭 町 公 民 館

平江・三井平 江 公 民 館

野元・深田下野 元 公 民 館

中尾町中 尾 町 公 民 館10：00　
～11：30７/24

�
大原町大 原 町 公 民 館

酔之尾酔 之 尾 公 民 館14：00～15：30

舟川前・舟川後・久福舟 川 後 公 民 館

10：00　
～11：30

７/25
�

戸崎戸 崎 公 民 館

天神町・祇園町ア ク ア ホ ー ル

石川山石 川 山 公 民 館

昭和通串木野庁舎地下大会議室

松比良・中ノ平前・
中ノ平後

中 ノ 平 前 公 民 館

14：00　
～15：30

堀・平ノ木場・中原川 南 地 区 公 民 館

土橋町・栄町・
日ノ出町

ア ク ア ホ ー ル

陣ヶ迫・池ノ原・駅前川 北 地 区 公 民 館

袴田串 小 体 育 館

迫・安茶・牛ノ江迫 公 民 館

10：00　
～11：30

７/26
�

松原・崎野川 南 地 区 公 民 館

恵比須・橋ノ口・
潟小路

保 健 セ ン タ ー

島内・宇都・門前・
迫田前・寺迫

川 北 地 区 公 民 館

中組・内門・木場・
平木場

川 上 ふ れ あ い 館

14：00　
～15：30

平佐原・松山・払山川 南 地 区 公 民 館

平向・外戸保 健 セ ン タ ー

木場迫・中福良・
下手中・佐保井

川 北 地 区 公 民 館

予備日串木野庁舎地下大会議室

10：00～11：30
７/27
�
・
７/30
�

13：30～15：00

15：30～17：00

17：30～19：00
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　結核の早期発見を目的としたレントゲン間接撮影を下記の日程で実施します。最近結核を軽視する傾向があり
ますが、医療の進んだ現在でも、どの国も安全とは言えず、結核の脅威を見過ごすことはできない状況にありま
す。特に高齢者の結核の罹患者は減少しておりません。また、肺がんや心臓病の早期発見のためにも毎年１回は
必ず受診しましょう。【どの会場でも受診できます】
●対象者　65歳以上（昭和18年４月１日までに生まれた方）
●その他　上の衣服・肌着は、ボタン・金具・カラーペイントのないものを着用し、ネックレス・エレキバン等は

外してきてください。
※　ただし、病院等で受診済・結核で治療中・肺がん検診受診者は除きます。
� ����������������������������������������
　　一括申込の時に「受診しない」とされた方には、受診票は配布されておりません。希望者は直接会場にお越し
ください。

◎肺がん検診のお勧め（40歳以上の方が対象になります）
　結核レントゲン間接撮影は、結核の専門医が１人で読影するのに対し、40歳以上を対象に行う肺がん検診（７月
26日～８月７日予定）は�２人以上の医師による二重読影�過去のフィルムとの比較読影�喀痰細胞診（必要な方
のみ）を行い、結核検診もかねているのでより精密に肺の検査をする事が出来ます。申込みをされていない方で受
診を希望される方は、早めに健康増進センター（℡33－3450）までご連絡ください。

 

平成１９年度 結核レントゲン間接撮影のおしらせ
串木野健康増進センター（�33－3450）・健康福祉課（�21－5118）

会　　場時　間月日

市 来 体 育 館９：30～９：50

８
月　

日
�

21

払 山 踊 り 場10：00～10：15

島 内 精 米 所 横10：25～10：50

寺 迫 農 免 入 口11：00～11：10

小 原 墓 地 入 口11：20～11：40

旧 川 上 地 域 館13：20～13：35

迫 公 民 館13：50～14：00

市 来 保 健 セ ン タ ー14：10～14：30

土川コミュニティセンター10：00～10：20

８
月　

日
�

22

下 山 公 民 館10：35～10：50

平 山 バ ス 停11：00～11：10

万 福 バ ス 停11：20～11：30

羽島コミュニティセンター13：10～13：30

農 協 羽 島 支 所13：40～14：00

白 浜 公 民 館14：10～14：30

草 良 公 民 館10：00～10：10

８
月　

日
�

23

荒川コミュニティセンター10：20～10：30

城 之 園 康 廣 氏 宅10：40～10：50

荒 川 下 バ ス 停11：00～11：10

野 元 公 民 館 横11：25～11：35

平 江 公 民 館 横13：10～13：20

県 営 住 宅 集 会 場13：30～13：40

上 地 商 店 横13：50～14：00

植 村 ビ ル14：10～14：20

田 代 商 店 前10：00～10：20

８
月　

日
�

24

農 協 冠 岳 出 張 所10：30～10：50

井 之 上 博 文 氏 宅 前11：00～11：20

生福コミュニティセンター13：10～13：40

南 食 料 品 店13：50～14：00

若 潮 ア パ ー ト14：10～14：20

会　　場時　間月日

サッポロラーメン時計台10：00～10：10

８
月　

日
�

27

芹 ケ 野 公 民 館10：25～10：50

金 山 公 民 館11：00～11：20

野 下 口 バ ス 停13：10～13：20

平 川 商 店13：30～13：40

大 薗 公 民 館13：50～14：00

袴 田 公 民 館14：15～14：30

市 民 文 化 セ ン タ ー10：00～10：50
８
月　

日
�

28

ひ ば り が 丘 住 宅11：10～11：30

照島コミュニティセンター13：10～13：25

農 協 別 府 出 張 所13：40～13：55

海 瀬14：10～14：20

串 木 野 小 学 校10：00～10：20

８
月　

日
�

29

曙 町 公 民 館10：30～10：50

春 日 町 公 民 館11：00～11：20

願 船 寺13：10～13：20

エ ビ ス ヤ 前13：30～13：45

元 町 公 民 館13：55～14：05

桜 町 公 民 館14：15～14：30

石 川 山 公 民 館10：00～10：25

８
月　

日
�

30

新 生 町 公 民 館10：35～10：50

浦 和 町 公 民 館11：00～11：10

御 倉 町 公 民 館11：20～11：30

漁 民 研 修 セ ン タ ー13：10～13：30

健 康 増 進 セ ン タ ー13：40～14：00
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　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人
は在住する市町村へ現況届・所得状況届を提出するこ
とになっています。
　この届は手当を引き続き受給するために、必ず提出
しなければなりません。（支給停止の方も提出してく
ださい。）
　下記期限内に届が提出されない場合は、手当の支給
が停止され、さらに２年が経過すると受給資格を喪失
することになります。
●提出期限
　児童扶養手当現況届
　８月１日�～１４日�
　特別児童扶養手当所得状況届
　８月1３日�～８月２４日�
●提出場所
　串木野地域にお住まいの方・・串木野庁舎福祉課
　市来地域にお住まいの方・・・市来庁舎健康福祉課
●届に必要なもの
　１　（特別）児童扶養手当証書
　２　印鑑（受給申請に使った印鑑）
　３　世帯全員の住民票（児童扶養手当受給者のみ）
　４　その他　添付書類が必要な方に対しては、書類
を送付しますので、記入のうえ提出してください。

※３・４の書類は８月１日以降の日付のものを提出し
てください。

　ひとり親家庭等医療費助成制度は、父子・母子家庭等
の医療費の一部を助成することにより、生活の安定と
福祉の向上を図ることを目的として、行われています。
　受給資格者証は、今年７月末日で有効期限が切れま
すので、下記により更新の手続きをしてください。
　また、この助成を受けるには受給資格者としての登
録が必要です。まだ、登録されていない方は、串木野
庁舎福祉課、または市来庁舎健康福祉課で登録手続き
をしてください。
●対　象
　父子・母子家庭で、18歳未満の児童（18歳になった
日以降の最初の３月31日までの児童。障害のある児童
については20歳未満まで）がいる家庭、またはこれに
準じる家庭。
●更新手続きに必要なもの
　・印鑑　　・健康保険証　・旧受給資格者証

　老人福祉センターから高齢者福祉センターへ、施設
の名称が変わりました。

　次の世代を担う子どもたちの出生を祝福し、子育て
を支援する制度です。
【祝金の対象者】
　�出産祝金：10万円
　　既に２人以上の子どもを養育し、第３子以降の子
どもを出産した方（保護者）

　　但し、子どもの出生前に保護者が、いちき串木野
市に１年以上住所を有していること

　�誕生日祝金：１歳から５歳までの誕生日ごとに２
万円

　　既に２人以上の子どもを養育し、平成18年１月１
日以降に第３子以降を出産した方で、その第３子以
降の子どもが誕生日を迎えた方（保護者）

　　但し、子どもの誕生日前に保護者が、いちき串木
野市に１年以上住所を有していること

　�入学祝金：10万円
　　既に３人以上の子どもを養育し、第３子以降の子
どもが平成19年４月に小学校に入学した方（保護者）

　　但し、入学時点で保護者が、いちき串木野市に１
年以上住所を有していること

●必要なもの
　・印鑑　　・保護者の振込口座預金通帳（郵便局は不可）
　※各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件が

発生した翌月から６カ月以内です。
●請求及び問い合せ
　串木野地域の方は　串木野庁舎福祉課
　市来地域の方は　市来庁舎健康福祉課（�21－5117）

　平成19年度より本市が実施する介護相談員派遣事業
で相談員として市に登録された相談員の方々の活動が
始まりました。
　介護相談員は、市内で介護サービスを提供する事業
所を定期的に訪問し、利用者や家族等と直接面談し
て、日頃利用しているサービスに関する不安や不満、
要望などを聞き取り事業所や行政との橋渡し役となっ
て不安等の解消を図り質の高い介護サービスを目指す
ものです。相談者の秘密は守られますので、施設で見
かけたら気軽に声をかけてください。
●介護相談員

●協力事業所（50音順）
　・市来居宅介護サービスステーション
　・さるびあ苑
　・潮風園
　・潮風園デイサービスセンター
　・デイサービスすこやか
　・吹上園

高齢者福祉センターへの名称変更について
福祉課（�33－5618）

ひとり親家庭等医療費受給資格者証の更新を
福祉課（�33－5618）・健康福祉課（�21－5117） 介護相談員派遣事業が始まりました。

健康増進課（�33－5673）

児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届の提出
福祉課（�33－5618）・健康福祉課（�21－5117）

変更後変更前

串木野高齢者福祉センター串木野老人福祉センター

市来高齢者福祉センター　市来老人福祉センター　

未来の宝子育て支援金について
福祉課（�33－5618）

連　絡　先氏　　名
32－8128勝田ひとみ
36－2734橋口　篤子
36－2015紙屋　睦子
36－3944久保由美子
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◆熱中症とは
　高温・高熱にさらされたり、激しい運動などを行っ
たときにみられるさまざまな体の不調です。
　脈が早くなる、手足のけいれん、めまいなどに始ま
り、重症例では意識障害やショックなどがみられ、場
合によっては死に至ることもあります。
　子どもや高齢者については、注意して見守るように
しましょう。
　高血圧、心臓病、糖尿病などの病気のある人や体調
がよくないときなどは、特に注意が必要です。
◆予防対策
　○暑い中での無理な運動はさける
　○水分を十分に補給する（就寝前を含めてこまめに）
　○通気性のよい服装にする
　○帽子、日傘などで頭部を保護する
　○体調を整える
◆応急処置
　○風通しのよい涼しい場所に移す
　○体を冷やす　　○水分を補給する
　※症状が改善しないときには、すみやかに医療機関

で受診しましょう。

　県は、光化学オキシダント濃度が高まった際、住民
への対応・措置等について鹿児島県光化学オキシダン
ト緊急時措置要綱を定めました。
　県内のオキシダント測定局８地点からのデータを基
にして、テレビ・ラジオの報道や放送等を通じ注意報
や警報が住民へ発令されます。
　発令された場合は、車の利用や外出を控える、帰宅
後に洗顔・うがい手洗いをするなどの適切な対応をお
願いします。

　排水設備工事責任技術者試験が次のとおり実施され
ます。
●開 催 日 時　11月４日�　10：00～12：00
●開　催　地　鹿児島市・奄美市
　　　　　　※試験会場については、受験票の送付時

に通知します。
●願書の頒布　７月20日�頒布開始
●受験申込の受付期間　８月６日�～８月31日�
●試 験 科 目　�　下水道に関する一般知識・法令等
　　　　　　　�　排水設備に関する設計・施工等
●願書請求受験申込先　下水道課（市来支所２階）
　　　　　　　８：30～17：00（土・日は除く）
●問 合 せ 先　下水道課または日本下水道協会鹿児島

県支部事務局（鹿児島市水道局総務部
総務課内�099－213－8502 ）

　原子力広報安全等対策事業の一環として、原子力発
電に関する正しい知識の普及啓発のために、川内・玄
海原子力発電所等の見学会を実施することから、見学
会の参加者を募集します。
●日　　程　８月28日�８：30
　　　　　　　～30日�17：00
　　　　　　〔唐津市及び福岡市に２泊の予定〕
●実施方法　専用（貸切）バスにて移動
●参 加 費　無料
●対 象 者　市内に在住の16歳以上の方（学生も含む）
●募集定員　20人（募集定員を超える場合は抽選）
●見学場所　川内原子力発電所、鹿児島県原子力防災

センター（薩摩川内市）、玄海原子力発電
所（佐賀県玄海町）、九州エネルギー館
（福岡県福岡市）

●申込期限　７月31日�
●申込み・問合せ　企画課　企画調整係
※これまでに当事業に参加された方はご遠慮くださ
い。

※バスでの移動が１日６時間程度となりますので、希
望者は体調を考慮してお申し込みください。

　「サマーフェスタin市来」・「祇園祭」・「七夕踊」が、
下記の日程で開催されます。市民の皆様の多数のご参
加とご観覧をお願いいたします。
【サマーフェスタin市来】
●日　　時　８月４日	18：00～21：00
●場　　所　市来ふれあい温泉センター裏
●内　　容　お楽しみ抽選会・商工会青年部イベント
　　　　　　東シナ海をバックに打ち上げる花火等
【祇園祭（六月灯）】
●開 催 日　８月４日	
●場　　所　湊町地区内
●内　　容　
　1２：00　　　　　　花火を合図にスタート
　14：30～15：15　　濱田屋伝兵衛駐車場
　　　　　　　　　　（祇園山　四車競演）
　18：00～　　　　　八坂神社祭典
　18：50～　　　　　サマーフェスタin市来と合流
　　　　　　　　　　　（祇園山　四車競演）
【七夕踊】
●開 催 日　８月５日�
●場　　所　大里地区内
●時　　間
　８：00～　中福良
　10：00～　門　前
　15：00～　払　山
●内　　容　作り物（鹿・虎・牛・鶴）太鼓踊りなど

が勇壮に踊られます。

川内・玄海原子力発電所等見学会参加者募集
企画課（�33－5634）

熱中症を防ごう!
串木野健康増進センター（�33－3450）・健康福祉課（�21－5118）

「サマーフェスタin市来」「祇園祭」「七夕踊」開催
産業経済課（�21－5124）

光化学オキシダント緊急時の措置について
生活環境課（�33－5614）

平成１９年度　日本下水道協会鹿児島県支部
排水設備工事責任技術者試験の案内

下水道課（�21－5157）

募集・催し
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●日　　時　８月20日�～
●会　　場　多目的グラウンド（全試合ナイター）
●試合方法　公民館対抗トーナメント戦
●チーム編成（年代別）　20代：２人　　30代：３人
　　　　　　　　　　　 40代：３人　　50代：１人
※各年代の基準日
　　50代：昭和33年４月１日基準日以前に生まれた者
　　40代：昭和43年４月１日基準日以前に生まれた者
　　30代：昭和53年４月１日基準日以前に生まれた者
　　20代：昭和63年４月１日基準日以前に生まれた者
●参 加 料　１チーム：5,500円（主将会時納金）
●主 将 会　８月10日�18時から
　　　　　　市役所　串木野庁舎　地下大会議室
●試合時間　第１試合：19時30分から60分間
　　　　　　第２試合：20時30分から60分間
●投　　手　満40歳以上・下手投げ（ウインドミル禁止）
●参加資格　各公民館に居住している者（住所のある者）
●チーム編成　同一公民館単位
※同一公民館単位でチーム編成ができない公民館は、
同一地区内の他の公民館と混成チームをつくって出
場出来ます。
●申 込 み　８月９日�午後５時までに下記事務局へ

お申し込みください。
●問合せ・申込み
　いちき串木野市ソフトボール協会事務局
　（市役所　串木野庁舎２階）
　担当：企画課　後潟　�33－5628（直通）

　『鹿児島くすのきの会』では、クレジットやサラ金、
あるいはヤミ金等でお困りの方々に下記の日程で無料
相談会を開催いたします。
●日　時　８月10日�14：00～18：00
●内　容　弁護士・司法書士・専門の相談員による無

料相談会　※原則 面談となります。
　　　　　（電話でのご相談も受け付けますが、回線

に限りがあり、つながりにくくなりますの
で、できるだけ次の開催場所においでくだ
さい。）

●場　所　・鹿児島くすのきの会
　　　　　　鹿児島市山下町12－12 一二三ビル201
　　　　　　（�099－226－1725）
　　　　　・増田秀雄法律事務所
　　　　　　鹿児島市名山町１－３　鹿児島ビル３階

36号　（�099－224－9588）
　　　　　・森法律事務所
　　　　　　鹿児島市金生町４－４　藤武ビル５階
　　　　　　（�099－225－1800）
　　　　　・湯原司法書士事務所
　　　　　　薩摩川内市若葉町６番19号
　　　　　　（�22－1864）

　毎年８月15日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」
です。本年も次のとおり、戦没者追悼式を行います。
　遺族関係者をはじめ、市民の皆さんの多数のご参列
をお願いします。
●日　時　８月15日�　10：00～
●場　所　市民文化センター

　動物愛護講習会が下記の日程で開催されます。
　保健所で引き取りをした子犬等の譲り渡し（一般譲渡）
を受けたい方は、必ずこの講習会を受講してください。
　この講習会を受講されないと一般譲渡は受けられま
せん。
●日　程　８月１日�11：00～（１時間程度）
●場　所　伊集院保健所　会議室（日置庁舎）
●内　容　�犬の飼い方・しつけ方について
　　　　　�犬の性質・健康管理について
※受講申し込みは開催日の前々日までに伊集院保健所
衛生・環境室（�099－273－3111内線205）へご連絡
ください。

※会場の駐車場は狭いので、できるだけ公共交通機関
をご利用ください。

※子犬等の一般譲渡は、譲渡会で行います。譲渡会の
有無等については伊集院保健所衛生・環境室にお問
い合わせください。

ビジネス・キャリア検定試験のご案内
平成１９年度前期

～人材力・企業力を高める公的資格～
　ビジネス・キャリア検定試験は、どの企業にも共通
して求められる８職務分野（「人事・人材開発・労務管
理」「企業法務・総務」「経理・財務管理」「経営戦略」
「経営情報システム」「営業・マーケティング」「ロジ
スティクス」及び「生産管理」）について１級、２級及
び３級のレベルに体系的にしてあることから、企業で
は社員の実務能力の客観的な評価や人材開発に、個人
にとってはキャリア・アップなどに広く活用できます。
●受付期間　８月１日�～８月29日�
●試 験 日　10月14日�
●試 験 地　鹿児島市
●レベル及び受験料　１級：7,850円（税込）
　　　　　　　　　　２級：5,250円（税込）
　　　　　　　　　　３級：4,200円（税込）
●受験資格　制限はありません。
●対象分野　主に「人事・人材開発・労務管理」「経

理・財務管理」「営業・マーケティング」
分野を実施します。

●問合せ及び申請書類請求先
　鹿児島県職業能力開発協会（〒892－0836　鹿児島市
錦江町11－40鹿児島県鹿児島地域振興局第３庁舎３
階　�099（226）3240）
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
　http://www.bc.javada.or.jp

公民館対抗市長旗争奪ナイターソフトボール大会
市民スポーツ課（�21－5129）

平成19年度　戦没者追悼式
福祉課（�33－5618）

「クレジット・サラ金110番」（無料相談会）の実施
商工観光課（�33－5638）

動物愛護講習会の開催について
生活環境課（�33‐5614）
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１　男子　※　２等陸士、２等海士及び２等空士募集計画

２　女子　※　２等陸士、２等海士及び２等空士募集計画

３　自衛官等募集計画（２等陸士、２等海士及び２等空士を除く。）

（注）１　採用予定人員等は、実行段階において一部変更することがある。
　　　２　採用予定人員欄中の（　）内は、女子の採用予定人員であり、内

数である。

　受付期間・試験期日については、変更になることも
あります。
　詳しくは、自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩川内出張
所（担当者：野下�22－2401）又は市民課（串木野庁
舎）へお問い合わせください。
　各種問題集等取り揃えておりますのでお気軽にお申
し付け下さい。 

小型船舶免許の更新・失効講習
●日　　時　毎月第２日曜日14：30～（受付14：00～）
　　　　　　（８月12日、９月９日、10月14日等）
●場　　所　ドリームセンター
●料　　金　更新￥8,000  失効￥14,000
　　　　　　（別途  郵送料￥500  写真代￥500）
●当日持参　�海技免状　�住民票（本籍記載のもの）
　　　　　　�料金　　　※写真は当日撮影します　
●申込み先　入枝海事事務所（�099－281－7753）

「第４１回通関士試験」のご案内
　通関士試験は、財務省・税関が行う国家試験です。
　通関士は、外国貿易における通関手続に関し、輸出
入者の代理・代行を行う通関業者において、輸出入申
告書等を審査する専門家です。
　平成19年の通関士試験は、次の要領で行われます。

１　試験日時　10月14日�　９：30～15：30
２　試験会場　熊本大学　大学教育センター
　　　　　　　（熊本市黒髪２丁目40番１号）
３　試験科目　�　通関業法
　　　　　　　�　関税法、関税定率法その他関税に

関する法律及び外国為替及び外国貿
易法（第６章に係る部分に限る）

　　　　　　　�　通関書類の作成要領その他通関手
続の実務

４　受験願書の受付期間
　�　受験願書を書面で提出する場合
　　　８月１日�～８月15日�（土・日曜日を除く）

受付時間は、午前10時から午後５時までとしま
す。郵送の場合は、８月15日までの消印のあるも
のに限り有効。

　�　受験願書を税関手続申請システム（以下「シス
テム」という。）を使用して提出する場合

　　　受付期間・時間は、８月１日午前10時から８月
15日午後５時（土・日曜日を含む）までとします。

　　　なお、システムにより受験願書を提出する場合
� ������������������������
は、必ず上記受付期間・時間内に受験手数料を電
� ��������������������������
子納付してください。手数料の納付があるまでは
� ��������������������������
受理が保留されますので注意してください。その
� �����������������������
他利用者登録の方法、システムの使用方法等の詳
細は、税関ＨＰ（http://www.customs.go.jp/）ま
たはCuPES掲示板（http://www.cupes.jp/）を参
照してください。

５　受験手数料
　�　受験願書を書面で提出する場合は3,000円
　�　受験願書をシステムを利用して提出する場合は

2,900円
６　問合せ先　〒850－0862　長崎市出島町１番36号
　　　　　長崎税関通関業監督官（�095－828－8628）
　※受験案内等を請求する場合は、各自、返送先を明

記し、返信用の切手（120円）を貼ったA４サイズ
の文書が入る封筒（角型２号）を同封してください。 

平成19年度自衛官等募集
市民課（�33－5612）

採用予定人員募集期採用予定人員募集期採用予定人員募集期採用予定人員隊別募集期

4,470人

第４次

１～３月

－

第３次

10～12月

280人

第２次

７～９月

－陸自

第１次

４～６月

900人100人260人－海自

1,400人80人260人－空自

6,770人180人800人－計

１～４月（平成20年）10～12月７～９月採　用　時　期

受　 付 　時 　に 　指 　定試　験　時　期

そ　　　の　　　都　　　度合　格　発　表

採 用 時 期合 格 発 表試 験 時 期採用予定人員隊　　　別募　集　期

３～４月

（平成20年）
11月９月

500人陸　自

８～９月
80人海　自

150人空　自

730人計

採用時期合格発表試験時期受付時期採用予定人員区　　　分

４　月

（平成20年）

１　月

（平成20年）
11月９月５人陸看　護曹

３～４月

（平成20年）

１次　10月

 最終　11月

１次　９月

２ 次　10月
８～９月

4,150（155）人陸
一般曹候

補生
1,140（75）人海

1,000（105）人空

３～４月

（平成20年）

１次　10月

２次  11月

最終　１月

（平成20年）

１次　９月

２次　10月

３次 11～12月

８～９月

70人
（若干名）

海

航空学生

70人
（若干名）

空

３～４月

（平成20年）

１次　11月

最終　１月

（平成20年）

１次　10月

２次　11月
９月70人陸看護学生

３～４月

（平成20年）

１次　１月

最終　２月

（平成20年）

１次　１月

２次　１月

（平成20年）

11～１月

（平成19年）
250人陸

自衛隊生

徒（男）

4,475人陸

小　　計
1,210人海

1,070人空

6,755人計

４　月

（平成20年）

１次　12月

最終　２月

（平成20年）

１次　11月

２次　12月
９　月360（25）人一般防衛大学

校学生

11　月９　月９　月100（１０）人推薦

４　月

（平成20年）

１次　11月

２次　２月

（平成20年）

１次　11月

２次　12月
９　月75人

防衛医科

大学学生

４　月

（平成20年）

４　月

（平成20年）

２　月

（平成20年）

12～１月

（平成19年）
若干名貸費学生

7,290人合　　　　計
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【串木野さのさ踊りコース図】

◎踊り参加連（順不同　７月 ９日現在）18：00～20：00

　○市建設業協会　　　　○汐見町児童会　　　　　　○いちき串木野市レクリエーション協会　○市来保養院
　○鹿児島銀行　　　　　○医療法人親貴会　　　　　○中馬グループ　　　　　　　　　　　　○市議会
　○鹿児島信用金庫　　　○市文化協会舞踊部　　　　○医療法人杏林会　　　　　　　　　　　○市役所
　○鹿児島相互信用金庫　○さのさ太鼓振興会　　　　○プリマハム鹿児島工場　　　　　　　　○消防本部
　○南日本銀行　　　　　○日本地下石油備蓄　　　　○九州電力串木野営業所　　　　　　　　○�田酒造グループ
　○串木野蒲鉾組合　　　○串木野郵便局　　　　　　○串木野市漁業協同組合　　　　　　　　○中央仮設
　○三井串木野鉱山　　　○串木野黒潮　　　　　　　○串木野青年会議所　　　　　　　　　　○羽島連
　○コーアガス日本　　　○串木野太極拳上海クラブ　○医療法人芳清会串木野内科・循環器科　○串木野小学校
　○ダスキン内村　　　　○さのさ踊り保存会　　　　○さつま日置農協串木野支所　　　　　　○南九州金属工業
　○汐見ソフトボールスポーツ少年団　　　　　　　　○串木野西中バスケットボール部
　○いちき串木野市サリナス市姉妹都市協会　　　　　○ゆうこジャズダンスカンパニー
　○いちき串木野商工会議所青年部　　　　　　　　　○串木野西陸上少年団
　○市婦人会連絡協議会（生冠・上名・大原・中央・本浦・照島・荒川・羽島の各地区） 　○自由連

◎交通整理・警備等協力団体

　○いちき串木野警察署　　　　　　○地区交通安全協会串木野支部　　○串木野青年会議所
　○いちき串木野商工会議所青年部　○ボーイスカウト串木野第２団・ガールスカウト鹿児島県第２団

◎アトラクション（歩行者天国内）・・・・・14：00～18：00

　・マーチング行進　・串木野小学校　　・子供みこし　・・・大原町子供会
　　　　　　　　　　・羽島保育園　　　・相撲甚句　　・・・本浦青年友交会

　・一輪車演技　・旭小学校　　　・太鼓演奏　・正調五ツ太鼓小牟田流
　　　　　　　　・冠岳小学校　　　　　　　　・さのさ太鼓振興会
　　　　　　　　・土川小学校　　　　　　　　・薩摩天翔流五ツ太鼓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・五ツ太鼓新星会
　・お楽しみ抽選会 

さのさ踊り市中流し（７月29日午後６時から）
さのさ祭り実行委員会事務局（商工観光課内�32－3111）

（串木野さのさ祭り時における交通規制等につ
いて）
○７月28日	〔前夜祭〕1３：00～22：00
○７月29日�〔アトラクション・市中流し踊り〕
　1４：00～21：00
※28日	、29日�上記の時間帯は歩行者天国と
なるために、車の進入はできません。

※車でおこしの方は、○市役所（串木野庁舎）
　○市民文化センター前　○商工会議所
　○市口公園　○讃岐公園（えびすヶ丘公園）
　○光神免公園　○中央公園をご利用くださ

い。
　（ただし、駐車台数に制限があります。）

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
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　湊中央土地区画整理事業の工事完了に伴い、換地計
画の縦覧を行います。ただし、内容については、４月
下旬から５月下旬に開催した換地計画説明会と全く同
じ内容になります。
●縦覧期間　８月３日�～８月16日�（土・日を含む）
●縦覧時間　８：30～１７：15
●縦覧場所　都市計画課（市来庁舎　２階）

　看板などの屋外広告物は、商店や会社の場所を示し
たり、商品やサービスの情報を提供したりするなど、
身近な情報を伝える手段として、広く皆様に利用され
ています。
　しかし、広告物が自由勝手に掲出されると、まちな
みや自然の美しい景観が損なわれたり、広告物の転倒
や落下などによる事故も心配されるため、鹿児島県屋
外広告物条例で、屋外広告物が正しく掲出されるよう
定められています。
　つきましては、今後の台風シーズンに備えて屋外広
告物の安全点検と正しい掲出についてご協力をお願い
致します。
●鹿児島県ホームページ「屋外広告物」
http://www.pref.kagoshima.jp/infra/toshi/okugai/index.html

　道路は、私たちの毎日の生活を支える欠くことので
きない基本的な社会資本ですが、あまりにも身近な存
在であるため、その重要性が見過ごされがちです。
　８月10日の「道の日」を契機に、もう一度見直して
みませんか？
○道路にプランターや物を置かない、常に広い道路
○ごみのポイ捨てなどしない、美しい道路
○住む人みんなが管理人、安心・安全な道路
　道路がきれいになれば、街がきれいになります。街
がきれいになれば、住む人の心もきれいになります。

　納期限内の納付にご協力ください。
　口座振替日は、７月25日です。口座振替の方は、預
金残高のご確認をお願いします。なお、口座振替の手
続きは、お近くの金融機関に納付書・通帳・印鑑をご
持参のうえ、お手続きください。

納税で　笑顔あふれる　まちづくり
（平成18年度「税に関する作品」より） 

【バリアフリー改修工事に係る固定資産税の軽減措置】
●制度の概要
　高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、
一定のバリアフリー改修をした場合に、固定資産税
の税額を軽減する措置です。

●軽減措置
　当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額（１００�分
までを限度）が１／３減額されます。

●居住者要件（次のいずれかに該当する者）
　�65歳以上の者
　�要介護認定または要支援認定を受けた者
　�障害者
●家屋の要件
　平成19年１月１日以前から存していた家屋（賃貸
住宅を除く）

●対象となる工事
　※バリアフリー改修工事の費用が、30万円以上（介

護給付、補助金等を除く自己負担額）のもの
　※平成19年４月１日から平成22年３月31日まで（３

年間）に、バリアフリー改修工事を行ったもの
　�通路又は出入口の拡幅　�手すりの取り付け
　�階段の勾配の緩和　　　�床の段差の解消
　�浴室の改良　　　　　　�出入口の戸の改良
　�便所の改良　　　　　　	床材の取り替え
●その他
　バリアフリー改修工事完了後、３ケ月以内に市へ
必要書類を添付しての申告が必要です。

【耐震改修工事に係る固定資産税の軽減措置】
●制度の概要
　既存住宅の耐震改修工事をした場合に、固定資産
税の税額を減額する措置です。

●軽減措置
　住宅に係る税額を１戸当たり120�相当分までに
ついて、１/２減額されます。

　・平成18年～平成21年までの改修
　　→翌年度から３年間
　・平成22年～平成24年までの改修
　　→翌年度から２年間
　・平成25年～平成27年までの改修
　　→翌年度から１年間
●減額の対象となる住宅
　　昭和57年１月１日以前から存していた住宅
●対象となる工事
　建築基準法に基づく現行の耐震基準（昭和56年６
月１日施行）に適合させるよう一定の改修工事（１
戸当たり工事費30万円以上）を施した場合

●その他
　・地方公共団体、建築士等公的機関が発行した証明

書が必要です。
　・改修後３ケ月以内に申告してください。
　※詳しくは、串木野庁舎税務課固定資産税係 へお問

い合わせください。 

湊中央土地区画整理事業の換地計画の縦覧について
都市計画課（�21－5153）

そ　の　他

屋外広告物の安全点検について
都市計画課（�21－5152）

バリアフリー改修工事、耐震改修工事
に係る固定資産税の軽減措置について

税務課（�33－5617）

８月は「道路ふれあい月間」・８月10日は「道の日」です
土木課（�21－5150）

７月の市税納期
税務課（�33―5615）

　７月３１日固定資産税第２期
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　平成19年度の排水設備指定工事店が決定しましたので、お知らせいたします。
　※排水設備工事（便所・風呂・台所等の汚水を公共下水道に流すための工事）は、希望される指定工事店に相談

のうえ、直接指定工事店にご依頼ください。
　※排水設備工事は、指定工事店以外の業者ではできませんので、ご注意ください。

　　　　　　　　　　　　平成19年度いちき串木野市排水設備指定工事店（50音順）　　（平成19年７月１日現在） 

� ��������������������������������������������

平成１９年度いちき串木野市排水設備指定工事店が決まりました
下水道課（�21－5157）

電話番号所　　在　　地指定工事店の名称

099－281－0806鹿児島市武岡４丁目20－10
アリムラ水道工業

099－298－8201鹿児島市東俣町176－１�イシタケ

32－8221いちき串木野市上名2236�上野組

36－4703いちき串木野市大里4002－４
上原施設

32－2374いちき串木野市下名5549�榎元組

32－3571いちき串木野市下名5920
榎元建設

32－4131いちき串木野市大原町69海江田電機�

32－3663いちき串木野市日出町87
久木山建設

32－4354いちき串木野市上名8791串木野建設工業�

36－4646いちき串木野市大里4955－１久保建材土木


22－6111薩摩川内市大小路町3447�コーアガス日本 川内支店

32－9117いちき串木野市東塩田町112�国料建設

32－0553いちき串木野市下名12062－４
坂口組

22－5304薩摩川内市矢倉町4659－14�薩摩水道

099－226－8648鹿児島市南林寺町26－２三和プラント工業�

32－7923いちき串木野市下名21142下薗組


33－2580いちき串木野市下名21459－３
匠蔵

23－8828薩摩川内市宮崎町2540－６新光設備

32－2609いちき串木野市御倉町137
須納瀬設備工業所

33－0711いちき串木野市汐見町70
芹ヶ野建設

23－4497薩摩川内市大小路町53－16
第一水道

37－28９0薩摩川内市樋脇町塔之原3565－９
大誠電機

32－2376いちき串木野市下名20910－２高野組


25－2261薩摩川内市尾白江町3075－１�柳水道�

25－3700薩摩川内市若松町８－23田中石油ガス�

23－1366薩摩川内市百次町1778－26谷口水道工事店

099－257－2323鹿児島市西田三丁目28－14中央工業�

099－273－1832日置市伊集院町郡1666－６中央設備�

33－2383いちき串木野市下名14222水流電設

32－6213いちき串木野市下名11273テクノ住設

電話番号所　　在　　地指定工事店の名称

32－2802いちき串木野市住吉町167
寺田設備

32－8833いちき串木野市昭和通81
天龍建設

099－257－5651鹿児島市新栄町22－22�徳田設備工業

099－274－2752日置市東市来町湯田3361－３徳永電機�

32－3800いちき串木野市中尾町145－２
中薗組

099－273－5473日置市伊集院町下谷口2704－１
中村商会

099－226－1388鹿児島市城山１丁目１－１�南開設備

36－4674いちき串木野市大里4756－４西原設備

32－3404いちき串木野市下名3204�西別府弘組

36－2282いちき串木野市川上4486
西牟礼建設

35－1322いちき串木野市羽島947－16
ハマベ鉄工設備

099－274－2517日置市東市来町長里2201
平田環境設備

32－3362いちき串木野市下名11247
福薗建設

35－0053いちき串木野市羽島3533
藤田設備工業所

32－2867いちき串木野市中尾町８
古川建設

099－296－5680日置市吹上町湯之浦1776－１
宝楽水道設備

32－2044いちき串木野市汐見町55－７
外薗総合住宅設備

32－9078いちき串木野市御倉町10－１
前田金物店

32－3692いちき串木野市住吉町146
前屋設備

32－3427いちき串木野市春日町79�馬込建設

099－274－2726日置市東市来町長里1419－２�マツオ電設

23－8724薩摩川内市青山町4669
松本設備

33－0210いちき串木野市汐見町56�マリン工業

32－9928いちき串木野市下名5857－３丸善設備工業�

35－1245いちき串木野市羽島7795
萬造寺組

099－273－2161日置市伊集院町下谷口1915
瑞穂商会

33－1323いちき串木野市下名21809�満留建設

22－7702薩摩川内市平佐町2499－８蓑茂住宅設備

099－275－3511鹿児島市西紫原町30優水設備工業
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　戦没者等のご遺族の皆様へ第八回特別弔慰金が支給
されます。この弔慰金は、戦没者等の死亡当時のご遺
族で、平成17年４月１日において公務扶助料や遺族年
金等を受ける方がいない場合に、三親等以内で先順位
の遺族代表に支給されるものです。請求手続きは、平
成17年度から始まっておりますので、未だ手続きを
行っておられない方々は、早めにご請求ください。
●支給内容　額面40万円、10年償還の記名国債
●請求期間　平成20年３月31日まで
※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔
慰金を受ける権利が消滅します。

●請求及び問合せ　住所地の市区町村の援護担当課
※串木野地域の方は　串木野庁舎福祉課
※市来地域の方は　市来庁舎健康福祉課（�21－5117）

　戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没
者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴
い、特別給付金が支給されます。請求手続きは、平成
18年10月から始まっておりますので、未だ請求手続き
を行っておられない方々は、早めにご請求ください。
●支給の条件
　・戦傷妻特給「第十八回い号」又は「第二十回い号」

の受給権を取得した者で、第５款症以上の障害年
金等を受給している者の妻

　・日華事変以後の傷病により、平成13年４月２日か
ら平成15年４月１日の間に第５款症以上の障害年
金等を受給し始めた戦傷病者の妻又は婚姻した妻
で、平成18年９月30日までに、障害年金等を受給
していた者の妻

　・戦傷妻特給「第十八回い号」又は「第二十回い号」
の受給権を取得した者で、戦傷病者が平成８年10
月１日から平成15年３月31日の間に平病死してい
る者の妻

　・戦没妻特給「第十八回い号」又は「第二十回い号」
の受給権を取得した者で、平成８年10月１日から
平成15年３月31日の間に戦傷病者が公務死し、平
成18年10月１日において公務扶助料等の年金を受
給している者の妻

●請求手続き
　　印鑑、請求者の戸籍謄（抄）本、請求者の世帯全
員の住民票、傷病年金等の証書、前回受給した裁定
通知書、平病死の場合には戦傷病者の除籍を持参し
てください。

※　請求期間　平成21年９月30日まで
●請求及び問合せ
　串木野地区の方は　串木野庁舎福祉課　
　市来地区の方は　市来庁舎健康福祉課（�21－5117）

　鹿児島県では、８月を「人権同和問題啓発強調月間」
と定め、この期間中に「人権フェスタ2007」の開催や
テレビ、ラジオのスポット放送、新聞広告など、様々
な人権啓発活動を集中的に実施しています。
　私たちの社会には、様々な人権問題があります。
　人権問題を解決するためには、誰もがお互いの人権
を尊重し、偏見や差別のない社会に向けて努力を重ね
ていくことが大切です。
　この機会に、みなさんも身近なことから人権につい
て考えてみましょう。

　日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議
会では、農業用廃プラスチック類の回収（市来地域）
を行います。
　農業者の方は、下記の注意事項をしっかり守り、回
収にご協力ください。
●回収日時　８月10日�８：30～11：30
●回収場所　JAさつま日置農協北部営農センター
　　　　　　（大里選果場）
●処理経費　処理単価　30円／�程度
　　　　　　廃プラ：農協口座で引落し扱いとなります。
●持参するもの　印かん
●注意事項
　★異物（排出ビニル以外のもの）が混入しないよう

にお願いします。
　★空容器（ポリ・ビン・缶）については、キャップ

を取り除き中身を洗浄してください。
　★運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示及び書面の

携帯が必要になります。
●問合せ
　・JAさつま日置農協 市来支所 経済課（�36－2311）
　・串木野庁舎　農政課　農林係
　・市来庁舎　産業経済課　農林係（�21－5122）

平成19年度全国海難防止強調運動
　夏はマリンレジャーの盛んな季節です。
　磯遊びや海水浴、魚釣り、水上オートバイやサー
フィンなど、海へ出かける機会が多くなります。
　毎年、この時期に海洋レジャーに伴う船舶の海難や
痛ましい子どもの海浜事故等が多く発生しているため
に、海上保安庁では今年も「海難０（ゼロ）への願い」
をテーマとして、７月16日�～７月31日�までの16日
間、「全国海難防止強調運動」を実施します。
　運動期間中、串木野海上保安部では巡視船等によ
り、旅客船・貨物船等に海難防止を呼びかけるほか、
漁船・プレジャーボート・水上オートバイ及び磯釣り
等の方々に対して、救命胴衣の着用・連絡手段の確保・
気象、海象の早期把握などについて海難防止指導を行
います。
　海難０を目指し、皆さまのご協力をお願いします。
●　問合せ先　串木野海上保安部（�32－2362） 

戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金
未請求者へのお知らせ

福祉課（�33－5618）

戦傷病者等の妻・戦没者等の妻に対する
特別給付金の申請受付について

福祉課（�33－5618）

「人権同和問題啓発強調月間」のお知らせ
社会教育課（�21－5128）

農業用廃プラスチック類の回収について（市来地域）
農政課（�33－5635）
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　B＆G海洋センター体育館及び武道館は、改修工事
のため、平成19年８月は休館いたします。
　大変ご迷惑をおかけいたしますが、体育施設の維持
管理のためご理解、ご協力をお願いいたします。
　なお、工事期間は、平成19年７月～10月の予定です。

　８月、９月は台風が多く発生する時期です。
　被害を最小限にするために、台風情報に注意し防災
準備は早めにしましょう。
（ポイント１）気象情報を注意深く確認。
　　テレビ、ラジオ、防災行政無線の情報に注意しま
しょう。

（ポイント２）停電に備える。
　　懐中電灯、携帯ラジオ、予備の電池、飲料水の準
備など。

（ポイント３）家のうちとそとを固める。
　　テレビアンテナ、支線の補強、瓦の点検。
　　家周りの小物の片付け。
　　雨戸等の補強。
　　排水溝の流れをよくする。
（ポイント４）自主防災組織の結成。
　　災害が発生した場合に、近隣の住民が声をかけ
合って、協力することで被害を防ぎ、また軽減する
ことができます。

　人が容易に出入りできる空地や空家は、たばこの投
げ捨て、火遊び、放火などによる火災発生のおそれが
あります。
　空地や空家の所有者、管理者、占有者は、火災予防
上、次のことに心掛けてください。
１．空地の火災予防
　○雑草（特に枯草）は、刈取るな

どして除去する。
　○ダンボールや紙クズなど、容易

に燃えやすいものは除去する。
２．空家の火災予防
　○人が容易に出入りできないように施錠する。
　○空家の周囲に燃えやすいものを置

かない。
　○空家の敷地内に枯草等がある場合

は除去する。
　○ガスや電気を遮断する。
※　火災予防上、消防職員が空地や空家の実態調査を
することがありますので、ご理解、ご協力をお願い
します。

　相談はいっさい無料です。お気軽にご相談ください。
　秘密は厳守されます。

※法律相談を希望される方は社会福祉協議会に予約し
てください。（受付人員７人）　他の相談は予約はい
りません。その他お問い合わせは、社会福祉協議会
へどうぞ。

B＆G海洋センターの休館について
B＆G海洋センター（�32－8994）

８月の心配ごと相談
社会福祉協議会（�３２－３１８３）

相　談　員

相　談　日

相談種別相談場所及び
相談時間

※毎週金曜日

３１日２４日１７日１０日３日

心配ごと相談員○○○○○生活・福祉
児 童 相 談

串木野高齢者
福祉センター
（旧串木野老人福
祉 セ ン タ ー ）
９：00～12：00

看護師経験者－－－○－健康・介護
相 談

社会保険労務士－○○－○年金・保険
交通事故相談

司 法 書 士
土地家屋調査士－○○－○財産・登記

相 談

税 理 士－－－○－税金・経営
相 談

弁 護 士－－－○－法 律 相 談

心配ごと相談員

－－２１日１６日７日

生活・福祉
相 談

市 来 高 齢 者
福祉センター
（旧市来老人福祉
セ ン タ ー ）
10：00～12：00

－－火木火

－－○○○

空地や空家に対する火災予防!!
消防本部（�32－0119）

社会福祉協議会
　次の方々から故人の香典返しにかえて、社会福祉協
議会に寄付をいただきました。
　ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。

住　所年齢故　　人寄 付 者 名
上　名51松　元　由利子松　元　敏　彦
上　名83潟　野　キ　ミ松　田　義　和
西島平町68川　元　國　男川　元　タツ子
大　里45原　園　秀　幸原　園　ナツヱ
湊　町77松　下　信　雄松　下　明　弘
上　名97馬　場　チ　カ馬　場　正　俊
湊　町95黒　川　フ　ヂ黒　川　和　彦
御倉町74白　石　和　男白　石　滿　惠
上　名91淺　井　シヅヱ淺　井　　　肇
湊　町82宮　下　タ　子宮　下　廣　志
住吉町87坂元　カネマツ坂　元　博　文
御倉町90竹　中　ミ　子竹　中　晃　司
湊　町90後　潟　正　義後　潟　正　昭
下　名64福　留　セツ子福　留　幸　男
久留米市89下　夷　シヅエ下　夷　　　孝
大　里93堀ノ内　忠　吉堀 ノ 内　　篤
北浜町92中　島　矢　一中　島　シ　ヅ
下　名63立和名　文　男立 和 名　正子
下　名70吉　松　信　義吉　松　毬　子
桜　町75坂　口　弘　一坂　口　ハルヱ
愛木町47平　川　容　子平　川　和　也
下　名94松　元　正　光松　元　尚　代
荒　川88満　薗　　　凉満　薗　凉　一

（届け出人が同意した方だけ掲載してあります。）

台風シーズン到来!!　～備えあれば憂いなし～
自治振興課（�33－5632）

香典返しを寄付
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《《館内おはなし教室》》
　☆日　時：８月４日	　1５：00～
　☆日　時：８月１７日�　1６：00～
　☆内　容：読み聞かせ・シアター・折り紙等

《《市来分館おはなし会》》
　☆日　時：８月１１日	　10：00～
　　　　　　★ボランティアグループ『たんぽぽの

会』のおはなし会です。
　☆日　時：８月2５日	　11：00～

 

☆★８月の移動図書館巡回日程★☆

※サービスステーション（到着予定時）は、『広報い
ちき串木野６/20号』に掲載してあります。

　詳しくは、市立図書館（�33－5655）へお尋ねく
ださい。

　

� � � � � �

６�・１３�・１９�・２７�
火～金： ９：００～１９：００

 土・日・第３月： ９：００～１７：００

市立図書館・市来分館
８月の休館日

� �������������������������������������������

���������	�
�����������	�
��
６月届出分６月届出分

住　所保　護　者子どもの名前住　所保　護　者子どもの名前

湊　　町紀　　朗平　石　 美 　 羽 
�� �

京　　町正　　昭岡　元　 佑 　 樹 
��� �

下　　名和　　彦平　田　　　 尊 
���

下　　名信　　也和　田　 脩 　 翔 
���� �

湊　　町睦　　雄山　下　 祢 　 緒 
�� �

高 見 町敏　　郎山　下　 蒼 　 祥 
��� �

湊　　町大　　志瀬戸口　 真 　 生 
�� �

春 日 町浩　　樹湯　谷　 姫 　 和 
�� ��

上　　名純　　和川　野　 佳 　 純 
�� ��

港　　町泰　　弘迫　山　 寛 　 汰 
��� �

大　　里章西瀬戸　 竜 　 馬 
���� �

愛 木 町寿　　幸有　村　 千 　 愛 
�� �

湊　　町順　　治渡　邉　 和 　 輝 
��� �

羽　　島正　　市江　畑　 陽 　 平 
��� ��

出生届の届出期間は、生まれた日から１４日以内
※持参するもの　●出生届（出生証明書）１通
●母子健康手帳　●国民健康保険証（加入者のみ）
●印鑑（届出人のもの）（届出人が同意した方だけ掲載してあります。）

曙　　町良　　明中木屋　 来 　 那 
�� �

上　　名健　　一中　 　 輝 　 志 
��� �

巡回日コース巡回日コース

８月９日�６コース８月１日�１コース

８月21日�７コース８月１日�２コース

８月22日�８コース８月２日�３コース

８月23日�９コース８月７日�４コース

８月24日�10コース８月８日�５コース
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「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

発行：いちき串木野市役所 企画課　　ホームページ：http:www.city.ichikikushikino.lg.jp/
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（TEL）０９９６‐３２‐３１１１（FAX）０９９６‐３２‐３１２４　　E-mail：info@city.ichikikushikino.lg.jp 本紙は古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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みどりをまもる

　シーサイドガーデンさのさ（℡３２－４１７７）は長崎鼻公園内にあり、レストランで
は特産品のマグロを使った定食メニューや、宴会料理が堪能できます。また９月２
日�まで食べ放題・飲み放題（１２０分）のビアバイキング（PM５：００～PM１０：００）
を毎日好評開催中です。
　また、隣にある長崎鼻海水プールでは流水スライダーなどが整備されており、期
間中は多くの利用客で賑わいます。
　家族や友人同士で『いきいきバス』を使って、長崎鼻海水プールで遊んだ後、特
産品のマグロを食べるのはいかがでしょうか。ご利用をお願いいたします。
　　いきいきバス【さのさ荘】停留所時刻案内

●問合せ先　串木野庁舎　商工観光課　�３３－５６３８

岡元　 佑  樹 ちゃん
ゆう き

（京町）

すこやかに育ってね。　

父：正昭さん
（６月届出分）

和田　 脩  翔 ちゃん
しゅう と

（下名）

BIGな子に育ってね。　

父：信也さん

「シーサイドガーデンさのさ及び長崎鼻海水プール」の紹介

（月・水・金曜日）大型バス （日曜日）小型バス（火・木・土曜日）大型バス

（月～土曜日）小型バス
※　長崎鼻海水プール利用案内
　○　開場期間　７月２０日�～８月３１日�
　○　開場時間　午前９時～午後６時
　○　料　　金　大人１人１１０円/小人（小・中学生）１人５０円

土川
１１：４８
１５：０５

→さのさ荘
１０：５５
１４：１４

→串木野
１０：２５
１４：００

串木野駅
１０：１３
１３：４４
１６：０４

→さのさ荘
９：４２
１３：３２
１５：５２

→土川
８：５２
１２：４０ 
１５：１０ 

串木野駅
１０：０５

→さのさ荘
９：５３

→芹ヶ野
９：２１

→宇都
８：４３

串木野駅
11：57
13：29

→さのさ荘
11：45
13：09

→串木野駅
11：24
12：55

串木野駅
１０：３４
１３：０４
１６：３４
１９：０４

→さのさ荘
８：２０
１０：５０
１４：２０
１６：５０

→串木野駅
８：１０
１０：４０
１４：１０
１６：４０

市来駅
１０：２２
１６：５２

→さのさ荘
１０：０１
１６：３１

→串木野駅
９：５０
１６：２０

串木野駅
９：４６
１４：１６

→さのさ荘
９：３５
１４：０５

→市来駅
９：１４
１３：４４

 （月曜日運休）


